
 

    

  
令和４年３月定例  

四 万 十 町 教 育 委 員 会  
会 議 資 料                

日 時： 令和４年３月８日（火）午前９時００分  
場 所： 四万十町役場本庁東庁舎 ３階 委員会室     



会 議 次 第   
１ 開 会  
２ 教育長あいさつ  
３ 会議録署名委員の指名  
４ 議 題  
① 議案第 １号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

② 議案第 ２号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

③ 議案第 ３号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

④ 議案第 ４号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑤ 議案第 ５号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑥ 議案第 ６号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑦ 議案第 ７号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑧ 議案第 ８号 四万十町立図書館長の任用、勤務条件等に関する規則について 

⑨ 議案第 ９号 四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の改正に

ついて 

⑩ 議案第１０号 四万十町立小中学校文書管理規程について 

⑪ 議案第１１号 四万十町県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する規程の

改正について 

⑫ 議案第１２号 四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱の廃止に

ついて 

⑬ 議案第１３号 四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱の廃止について 
⑭ 議案第１４号 令和４年度四万十町立保育所及び認定こども園の嘱託医等の委

嘱について 

⑮ 議案第１５号 四万十町立小中学校の学校薬剤師の委嘱について 
⑯ 議案第１６号 令和４年４月１日付け学校校務員及び保育所等職員の人事異

動について 

⑰ 議案第１７号 令和４年度教育委員会会計年度任用職員の任用について 

⑱ 議案第１８号 令和３年度教育委員会関係３月補正予算案について 

⑲ 議案第１９号 令和４年度教育委員会関係当初予算案について 

 

５ 協議事項 

 ① 文化的施設サービス計画について 



６ 報告事項 

① 令和３年度 高知県学力定着状況調査の結果について 
② 令和３年度 全国体力・運動能力、生活実態等調査結果について 
③ 校区外就学にかかる部活動状況報告について  

７ その他                    

 
教 育 長 山脇 光章 

委  員 横山 順一、 坂本 維子、 佐々倉 愛、 岡 澄子 

事 務 局 浜田 章克、  林 瑞穂、  岡 英祐、  東 孝典 



議案第１号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

   令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児童生徒名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

          ●● ●   新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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参 考 

 

四万十町就学指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱【抜粋】 

 

（承認及び承諾基準）  

第２条 四万十町立小学校及び中学校における就学指定校変更承認基準及び区域外

就学承諾基準は、別表のとおりとする。 

（申請） 

第３条 就学指定校以外の学校へ就学させようとする保護者又は区域外就学をさせ

ようとする保護者は、校区外就学・区域外就学申請書（様式第１号）を教育委員会

に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する校区外就学・区域外就学申請書には、教育委員会が求める書類を

添付しなければならない。 

（承認又は承諾） 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請について審査

し、第２条に規定する就学指定校変更承認基準又は区域外就学承諾基準のいずれか

に該当し、かつ、教育上適当と認められるときは、就学指定校変更の承認又は区域

外就学の承諾をすることができる。 
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別表（第２条関係） 
就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

事由 承認・承諾の基準 承認・承諾期間等 

転居又

は転出 

１ 小学校の学年途中又は中学校在籍途中の転居で、引き

続き在学を希望する場合 

小学校は学年末まで 

中学校は卒業まで 

２ 小学校及び中学校の学年途中の転出で、引き続き在学

を希望する場合 

学年末まで 

３ 住宅の新築・改築等による一時的な転居・転出で、引

き続き在学を希望する場合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

４ 新築等により、近い将来転居することが確定しており、

転居後に就学指定校となる学校への就学を希望する場

合 

住民登録がされるまで（原

則６か月以内） 

転入予

定 

５ 本町に転入予定で、転入後に就学指定校となる学校へ

の就学を希望する場合 

転入日まで 

住民票

未登録 

６ 特別な事情で住民登録ができない場合に居住地が校区

となる学校への就学を希望する場合 

住民登録がされるまで（年

度ごとの申請が必要） 

留守家

庭児童

対策 

７ 小学校６年生以下の児童の保護者が自宅にいない状況

にある者で、次の場合 

① 児童の親族の住所を校区とする学校への就学を希

望する場合 

② 保護者又は祖父母の勤務地の住所を校区とする学

校への就学を希望する場合 

③ 他に児童の保護ができる状況に無く、学童保育等

を実施している学校への就学を希望する場合 

状況に変化がなければ、小

学校卒業まで（年度ごとの

申請が必要） 

心身の

事情 

８ 児童生徒の心身の事情により、指定校への就学が困難

である場合で、その事情に相応した学校への就学を希

望する場合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

９ 支援学級のある学校への就学を希望する場合 卒業まで 

教育上

の配慮 

10 就学指定校にない部活動を行うため、就学校の変更を

希望する場合（中学校入学前に申請をした場合に限

る。） 

中学校のみ卒業まで（年度

ごとの申請が必要） 

11 いじめや、不登校などの改善のため、就学校の変更を

希望する場合 

教育委員会が認める期間 

その他 12 地理的条件により、就学指定校への就学が困難な場合

に、容易に通学できる学校への就学を希望する場合 

卒業まで 

13 就学指定校の変更を承認された兄弟姉妹と同じ学校へ

の就学を希望する場合 

卒業まで 

14 教育的見地や家庭の状況等から、就学校の変更を希望

する場合  

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

15 就学希望中学校区の小学校に在籍したことを理由に就

学校の変更を希望する場合（中学校入学前に申請をし

た場合に限る。） 

卒業まで 

16 その他、特別な事情により就学校の変更を希望する場

合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 
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就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾に係る添付書類 

事由 承認・承諾の基準 添付書類 

転居又

は転出 

１ 小学校の学年途中又は中学校在籍途中の転居で、引き

続き在学を希望する場合 

 

２ 小学校及び中学校の学年途中の転出で、引き続き在学

を希望する場合 

 

３ 住宅の新築・改築等による一時的な転居・転出で、引

き続き在学を希望する場合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転居・転入を確認で

きる書類 

４ 新築等により、近い将来転居することが確定しており、

転居後に就学指定校となる学校への就学を希望する場

合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転居を確認できる

書類 

転入予

定 

５ 本町に転入予定で、転入後に就学指定校となる学校へ

の就学を希望する場合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転入を確認できる

書類 

住民票

未登録 

６ 特別な事情で住民登録ができない場合に居住地が校区

となる学校への就学を希望する場合 

居住証明書 

留守家

庭児童

対策 

７ 小学校６年生以下の児童の保護者が自宅にいない状況

にある者で、次の場合 

① 児童の親族の住所を校区とする学校への就学を希

望する場合 

② 保護者又は祖父母の勤務地の住所を校区とする学

校への就学を希望する場合 

③ 他に児童の保護ができる状況に無く、学童保育等

を実施している学校への就学を希望する場合 

預かり承諾書 

在職証明書 

心身の

事情 

８ 児童生徒の心身の事情により、指定校への就学が困難

である場合で、その事情に相応した学校への就学を希

望する場合 

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

９ 支援学級のある学校への就学を希望する場合  

教育上

の配慮 

10 就学指定校にない部活動を行うため、就学校の変更を

希望する場合（中学校入学前に申請をした場合に限

る。） 

 

11 いじめや、不登校などの改善のため、就学校の変更を

希望する場合 

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

その他 12 地理的条件により、就学指定校への就学が困難な場合

に、容易に通学できる学校への就学を希望する場合 

 

13 就学指定校の変更を承認された兄弟姉妹と同じ学校へ

の就学を希望する場合 

就学通知書の写し 

14 教育的見地や家庭の状況等から、就学校の変更を希望

する場合  

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

15 就学希望中学校区の小学校に在籍したことを理由に就

学校の変更を希望する場合（中学校入学前に申請をし

た場合に限る。） 

 

16 その他、特別な事情により就学校の変更を希望する場

合 

事由要件による 
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議案第２号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

   令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児童生徒名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第３号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

   令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児童生徒名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

              Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第４号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児童生徒名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第５号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

   令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児 童生徒 名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●  

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和７年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第６号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

１ 児 童生徒 名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保 護者氏 名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就 学指定 校  ●●●学校 

５ 就 学希望 校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第７号 

 

 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 

 

令和４年●月●日付けで、四万十町●●●●●●●●●●●●●●●●● 保護者 

●● ●●から●●●学校への校区外就学申請書が提出されたので、その取り扱いに

ついて委員会の意見を求める。 

 

   令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

１ 児 童生徒 名  ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

          ●● ●●  新 ●学校 第●学年 

２ 保護者氏名  ●● ●● 

３ 現住民登録地  四万十町 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４ 就学指定校  ●●●学校 

５ 就学希望校  ●●●学校 

６ 期    間  令和４年４月１日 ～令和５年３月３１日 

７ 事    由     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

           就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●（●●●●●●） 
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議案第８号 
 

 

四万十町立図書館長の任用、勤務条件等に関する規則について 

 

 

四万十町立図書館長の任用、勤務条件等に関する規則を下記のとおり定めることに

ついて、委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

   四万十町立図書館長の任用、勤務条件等に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、四万十町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例（令和元年四万十町条例第 12 号。以下「条例」という。）第

３条第３項の規定に基づき、四万十町立図書館設置条例（平成 18 年四万十町条例

第 175 号）第５条に規定する図書館の館長（以下「図書館長」という。）の任用、

報酬その他の勤務条件について、四万十町会計年度任用職員の任用、勤務条件等に

関する規則（令和２年四万十町規則第３号。以下「会計年度任用職員任用等規則」

という。）及び四万十町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則（令

和２年四万十町規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （身分） 

第２条 図書館長の身分は、条例第２条に規定するパートタイム会計年度任用職員と

する。 

２ 図書館長は、四万十町立美術館条例（平成 18 年四万十町条例第 180 号）第７条

に規定する美術館の館長（以下「美術館長」という。）の職を兼ねるものとする。 

３ 図書館長は、その他の職を兼ねることができる。 

（任用） 

第３条 図書館長は、司書の資格を有する者であって、図書館法（昭和 25 年法律第

118 号）第２条に規定する図書館において 10 年以上の勤務経験及び図書館長として

の勤務経験を有する者のうち、教育長が適任と認める者を任用する。 

 （任務） 

第４条 図書館長は、上司の命を受け四万十町教育委員会事務局の組織に関する規則

47



（令和２年教育委員会規則第1号）第４条に規定する生涯学習課の分掌事務のうち、

町立図書館及び町立美術館の管理運営に関する事務を掌理し、所属する職員を指揮

監督する。 

２ 図書館長は、前項の任務のほか、教育長が必要と認める業務を行うものとする。 

３ 第２条第３項の規定により、その他の職を兼ねる場合の任務は、別に定める。 

 （報酬等） 

第５条 図書館長の報酬額は、月額 300,000 円とする。 

２ 図書館長には、条例第５条の規定に基づき時間外勤務報酬を支給する。 

３ 図書館長には、条例第８条の規定に基づき期末手当を支給する。 

 （勤務時間） 

第６条 会計年度任用職員任用等規則の規定に基づき図書館長の勤務時間は、１日に

つき７時間とし、１週当たりの勤務日数は原則として週５日とする。 

２ 前項の規定に関わらず、１週又は１日の勤務時間数が変動する特別な勤務におい

ては、１年間の平均勤務時間数が週 35 時間となるよう勤務を命ずるものとする。 

 （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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参 考 

 

四万十町立図書館長の任用、勤務条件等に関する規則について      

                                              

【要旨】 

今回の規則については、現在、整備中の文化的施設の効率的・効果的な運営のため、

重要となる図書館長（現行では生涯学習課長が兼務）に来年度から図書館法に規定す

る図書館で 10 年以上の経験と図書館長の経験がある者を任用（会計年度任用職員）

することとしていますので、図書館長の任用、報酬その他の勤務条件について、定め

るものです。 

 

【規則の内容】  

この規則は、図書館長の任用、報酬その他の勤務条件について、必要な事項を定める。 

身分 ： パートタイム会計年度任用職員 

美術館長を兼ねる。その他の職を兼ねることができる。 

任用 ： 司書の資格を持ち、図書館法に規定する図書館で 10 年以上の経験と図

書館長の経験がある者 

任務 ： 町立図書館・町立美術館の管理運営、所属職員の指揮監督、教育長が必

要と認める業務（その他の職を兼ねる場合の任務は、別に定める。） 

報酬 ： 月額 300,000 円（時間外勤務報酬、期末手当を支給） 

勤務時間・勤務日数 ： １日７時間・１週当たり５日（勤務時間数が変動する場

合は１年間の平均勤務時間数が週 35 時間） 
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議案第９号 
 

 

 四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の改正について 

 

 

四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を下

記のとおり定めることについて、委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

   四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

 四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平成 18 年四万十町教育委

員会規則第 19 号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

７ 令和４年度から当分の間休校する次の表に定める学校の通学区域にある者の通

学すべき学校の指定は、別表の規定にかかわらず、当該学校の休校中は次の表に定

めるとおりとする。 

休校する学校名 通学すべき学校名 

北ノ川中学校 大正中学校 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 
 

 

四万十町立小中学校文書管理規程について 

 

 

四万十町立小中学校文書管理規程を下記のとおり定めることについて、委員会の意

見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

四万十町立小中学校文書管理規程  

 

（目的） 

第１条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、四万十町立小学校及び

中学校（以下「学校」という。）における文書の取扱いについて必要な事項を定め、

もって文書の適正な管理と事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 文書 学校の教職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィ

ルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）をいう。  

(２) 文書収受システム 高知県教育委員会が導入し、高知県内の教育委員会及び

公立学校が利用する文書の発出、受理、保管等を行うことができるシステムをい

う。 

(３) 電子文書 文書収受システムを用いて記録された文書をいう。 

(４) 電子起案 文書収受システムを用いて行う決裁を受けるための起案をいう。 

（文書の取扱いの基本） 

第３条 文書は、正確かつ迅速に取り扱うとともに、その経過を明らかにしておかな

ければならない。 

２ 文書は、検索しやすいように常に整理しておかなければならない。 

３ 文書の公開は、四万十町情報公開条例（平成18年条例第10号）に基づき行うもの

とする。 
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（文書管理責任者及び文書取扱主任） 

第４条 全ての学校に文書管理責任者を置き、校長をもって充てる。 

２ 全ての学校に文書取扱主任を置く。 

３ 文書取扱主任は、事務職員又は文書管理責任者が指名する者とする。 

（文書管理責任者及び文書取扱主任の職務） 

第５条 文書管理責任者は、校内の文書管理全般を所管し、その管理が円滑かつ適正

に行われるよう指導、調整及び改善に努めなければならない。 

２ 文書取扱主任は、文書管理責任者を補佐し、校内の文書管理に関する次に掲げる

事務を行うものとする。 

(１) 文書の収受及び発送に関する事務 

(２) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関する事務 

(３) 文書収受システムの管理に関する事務 

(４) その他文書管理に必要な事務 

（文書分類表） 

第６条 全ての文書は、別に定める文書分類表により分類し、整理及び保存しなけれ

ばならない。 

（文書の整理） 

第７条 文書は、文書分類表に基づき整理するものとし、必要なときに直ちに取り出

せるように保管し、又は保存しなければならない。ただし、電子文書については、

文書収受システムを用いて整理するものとする。 

（文書の収受） 

第８条 学校に到着した文書は、文書取扱主任が収受しなければならない。ただし、

簡易なものについては、この限りでない。 

２ 前項本文に規定する収受は、文書余白への受付印の押印及び文書収受システム内

の受付簿への記録により行うものとする。ただし、電子文書については、文書収受

システムを用いて収受するものとする。 

（収受文書の処理） 

第９条 文書管理責任者は、収受した文書を速やかに確認し処理しなればならない。

ただし、文書管理責任者自らが処理する必要がないものついては、処理方針及び処

理期限を文書取扱主任に指示し、処理させるものとする。 

（起案） 

第10条 起案は、起案者が文書収受システムを用いて行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、文書管理責任者が事務処理の効率化等の観点から合理

的であると認めるときは、事案の内容その他所要事項を記した書面により起案する

ことができる。 

３ 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び経過等が確認できる資料を添えなけ

ればならない。 

４ 起案についての決裁は、教頭を経て学校長が行うものとする。ただし、起案の内

容等により、教頭の決裁が必要でないと学校長が認める場合は、学校長のみの決裁

とすることができる。 

53



（文書の発信） 

第11条 文書の発信は、文書収受システム、使送、郵便、ファクシミリ、メール等に

より行うものとする。 

２ 郵送により発信する文書の管理については、別に定める郵券受払簿により行うも

のとする。 

（発信者名） 

第12条 文書の発信は、校長名又は学校名を用いて行うものとする。 

（文書への押印） 

第13条 発信する文書は、校長印又は学校印（以下「公印」という。）を押印しなけ

ればならない。ただし、次に掲げる文書については、押印を省略することができる。 

(１) 学校間で相互に交わす文書（特に重要な文書を除く。） 

(２) 資料送付、会議等の通知、照会及び回答（特に重要な文書を除く。） 

(３) その他押印が必要ないと校長が認める文書 

２ 前項本文の規定にかかわらず、電子文書にあっては、電子署名の方法をもって公

印の押印に代えることができる。 

（保存期間） 

第14条 文書の保存期間（保存期間の変更を含む。）は、関連する法令、重要度、利

用度等に基づき、文書分類表に定めるものとする。 

２ 保存期間は、当該文書の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から

起算する。ただし、高知県の会計文書は、当該文書の完結した日の属する会計年度

の翌年度の６月１日から起算する。 

（文書取扱いの注意） 

第15条 文書の持ち出し、関係職員以外への提示、又は写しを交付しようとするとき

は、文書管理責任者の許可を得なければならない。 

２ 文書は、細心の注意をもって管理しなければならない。 

（廃棄） 

第16条 保存期間を経過した文書は、文書管理責任者の決裁を受け廃棄するものとす

る。 

２ 前項に規定する文書の廃棄については、廃棄しようとする文書の内容に応じ、消

去、焼却、裁断、溶解等の方法により行うものとする。 

（補則） 

第17条 この規程に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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参 考 

 

四万十町立小中学校文書管理規程について      

                                              

【要旨】 

今回の規程については、本町の小中学校で取り扱う文書を適切に管理し、また事務

処理の能率的な運営を図るために定めるものです。 

 

【規則の内容】  

この規程は、四万十町立小中学校における文書の取扱いについて、必要な事項を定

め、文書の適正な管理と事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。 

規程の用語の意義 

文書 ： 学校での作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録 

文書収受システム ： 高知県教育委員会が導入した文書の発出、受理、保管

等ができるシステム 

電子文書 ： 文書収受システムに記録された文書 

電子起案 ： 文書収受システムで決裁を受けるための起案 

文書の取扱いの基本 ： 正確・迅速に取り扱う。経過を明らかする。常に整理し

ておく。公開は、四万十町情報公開条例に基づき行う。 

文書管理責任者 ： 学校の校長 

文書取扱主任 ：  事務職員又は文書管理責任者が指名する者 

文書管理責任者の職務 ： 文書管理全般の所管、円滑・適正な管理 

文書取扱主任の職務 ： 文書管理責任者を補佐、文書の収受、発送、整理、保管、

保存、廃棄、文書収受システムの管理 等 

文書整理・保存 ： 文書分類表で分類し行う。 

文書の整理 ： 文書分類表により整理、保管、保存（電子文書は、文書収受シス

テムで整理） 

文書の収受 ： 到着文書は、文書取扱主任が収受（簡易なものは、この限りでな

い。）、受付印の押印、文書収受システム内の受付簿へ記録（電

子文書は、文書収受システムで収受） 

収受文書の処理 ： 文書管理責任者が速やかに処理（文書管理責任者自らが処理

する必要がないものは、文書取扱主任に処理） 

起案 ： 文書収受システムで行う。（合理的であると認めるときは、書面により

行う。）起案文書には、理由・経過等が確認できる資料を添える。決裁

は、学校長が行う。 

文書の発信 ： 文書収受システム、使送、郵便、ファクシミリ、メール等で行う。

郵送で発信する文書の管理は、郵券受払簿で行う。発信者名は校

長・学校 

文書への押印 ： 校長印・学校印（電子文書は、電子署名で行うことができる。） 

押印を省略することができる文書（特に重要な文書を除く。） 
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・ 学校間の文書、資料送付、会議等の通知、照会、回答、

押印が必要ない文書 

保存期間（保存期間の変更） ： 文書分類表に定める。保存期間は、処理の完結

日の翌年度の初日から起算（高知県の会計文書

は、当該文書の完結日の翌年度の６月１日から

起算） 

文書取扱いの注意 ： 文書の持ち出し、関係職員以外への提示、写しの交付は、

文書管理責任者の許可を得る。文書は、細心の注意で管理

する。 

文書の廃棄 ： 保存期間を経過した文書を消去、焼却、裁断、溶解等で行う。 
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議案第１１号 
 

 

 四万十町県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する規程の改正について 

 

 

四万十町県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する規程の一部を改正する訓

令を下記のとおり定めることについて、委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

四万十町県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する規程の一部を改正す

る訓令 

 

四万十町県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する規程（平成18年四万十町教

育長訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「規程は、」の次に「四万十町立小中学校等に勤務する」を、「教職員（」

の次に「常勤的非常勤職員、臨時的任用職員、育児休業代替講師及び非常勤講師を含

む。」を加え、「自己所有の車（自動二輪車及び原動機付自転車を含む。以下「自家

用車」という。）を公務に使用することについて」を「公務（通勤を除く。以下同じ。）

のために自家用車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規定す

る自動車で職員が占有するものをいう。以下同じ。）を使用する場合について」に改

める。 

第２条を削る。 

第３条の見出し中「の手続」を「登録」に改め、同条第１項から第３項までを次の

ように改める。 

教職員が公務で自家用車を使用しようとするときは、その車両をあらかじめ登録

しておかなければならない。 

２ 前項に規定する登録は、自家用車公務使用登録簿（様式第１号）を学校長に提出

し、承認を得て行うものとする。 

３ 学校長が、公務で使用する自家用車を登録したときは、自家用車公務使用登録簿

の写しを教育長に提出するものとする。 

第３条に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定は、公務で使用する自家用車の変更について準用する。 
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第３条を第２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（使用の制限） 

第３条 教職員が、前条の規定により登録した自家用車（以下「登録車両」という。）

を公務で使用する場合には、出張・校外勤務・自家用車公務使用伺（様式第２号）

により、学校長の承認を受けるものとする。 

２ 教職員は、登録車両以外を公務で使用してはならない。 

第４条の見出し中「自家用車の」を削り、同条中「教職員から自家用車の使用の申

出があった場合は」を「登録車両の公務での使用は」に、「整えている」を「満たす」

に、「許可することができる」を「認めるものとする」に改め、同条第１号中「の能

率的執行」を削り、「自家用車」を「登録車両」に改め、「客観的に」を削り、同条

第２号中「客観的に」を削り、同条第３号中「事故発生及び生徒指導等の面で」を「指

導面等で」に改め、同条第４号中「自動車」の前に「登録車両は、」を加え、「車両

である」を削り、同条第５号中「自家用車の」を「登録車両は、適切に」に、「適切

になされていると認められる」を「されている」に改め、同条第７号中「自家用車を

公務に使用できる範囲は」を「出張先は」に改め、同号ただし書中「県外の場合は、

教育委員会と協議のうえで許可の決定をする。」を「四万十町教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が特に必要があると認める場合は、出張先が県外への出張にも

使用することができる。」に改め、同条第８号を削る。 

第５条の見出し中「自家用車の使用の場合の実費弁償」を「旅費」に改め、同条前

段中「自家用車を使用して出張した」を「登録車両を公務で使用した」に改め、同条

中「（車賃）」を削り、「支給する」の次に「ものとする」を加え、同条後段を削り、

同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「四万十町教育委員会」を「教育委員会」

に、「自家用車」を「登録車両」に改める。 

第６条第１項中「第３条第２項の規定による承認を得て自家用車」を「、登録車両」

に、「する場合において」を「した際に」に、「における」を「で発生した」に改め、

「処置する」の次に「ものとする」を加え、同項ただし書中「用務終了後、公務と関

係なく通常の時間を経過した後の事故は」を「公務上の事故と認められない場合及び

当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、」に改め、同項第１号中「町」を「四

万十町（以下「町」という。）」に改め、同項第２号中「運転者たる」を「当該」に

改め、同条第２項中「第３条第２項の規定による承認を得て自家用車」を「、登録車

両」に改め、同項中「自家用車」を「登録車両」に改める。 

第７条中「出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による教職員の受傷につい

ては、用務終了後、公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き」を

「教職員が、登録車両を公務で使用した際にその経路上で発生した事故によって受傷

した場合については」に改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、公務上の事故と認められない場合及び当該職員に故意又は重大な過失が

あった場合は、この限りではない。 

第８条の見出し中「その他の留意事項」を「遵守事項」に改め、同条第１項中「常

に教職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反する

ことのないよう特に配慮すること。」を「登録車両の公務使用に当たっては、次の各
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号に掲げる事項を徹底し、交通事故防止及び交通違反の防止に努めなければならな

い。」に改め、同項に次の各号を加える。 

(１) 常に教職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令

に遵守すること。 

(２) 仕業点検の励行と道路運送車両法第48条の規定による定期点検整備の実施

状況を確認する等、車両の整備状況に留意し安全運転の確保に努めること。 

(３) 運転免許証の有効期限切れにならないよう留意すること。 

第８条第２項及び第３項を削る。 

様式第１号中「第３条」を「第２条」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 
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附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て

整
え
て
い
る
場
合
に
限
り
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

公
務
上
、
登
録
車
両
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

(１
) 

公
務
の
能
率
的
執
行
上
、
自
家
用
車
の
使
用
が
客
観
的
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。
 

(２
) 

公
用
車
が
使
用
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
理
的
条
件
、
使
用
の
方
法
等
か
ら
公
用
車
の

使
用
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

(２
) 

公
用
車
が
使
用
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
理
的
条
件
、
使
用
の
方
法
等
か
ら
公
用
車
の

使
用
が
客
観
的
に
著
し
く
不
便
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

(３
) 

児
童
生
徒
を
乗
用
さ
せ
る
場
合
は
、
児
童
生
徒
の
指
導
面
等
で
特
に
必
要
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
で
あ
る
こ
と
。
 

(３
) 

児
童
生
徒
を
乗
用
さ
せ
る
場
合
は
、
児
童
生
徒
の
事
故
発
生
及
び
生
徒
指
導
等
の
面
で

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
る
こ
と
。
 

(４
) 

登
録
車
両
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
険
（
以
下
「
自
賠
責
」
と
い
う
。
）
及
び
任
意
保

険
（
対
人
無
制
限
、
対
物
10
00
万
円
以
上
）
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の
規

定
に
よ
り
使
用
す
る
場
合
は
、
加
え
て
搭
乗
者
保
険
50
0万

円
以
上
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

(４
) 

自
動
車
損
害
賠
償
保
険
（
以
下
「
自
賠
責
」
と
い
う
。
）
及
び
任
意
保
険
（
対
人
無
制

限
、
対
物
10
00
万
円
以
上
）
に
加
入
し
て
い
る
車
両
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の
規
定

に
よ
り
使
用
す
る
場
合
は
、
加
え
て
搭
乗
者
保
険
50
0万

円
以
上
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
 

(５
) 

登
録
車
両
は
、
適
切
に
点
検
及
び
整
備
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(５
) 

自
家
用
車
の
点
検
及
び
整
備
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

(６
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

(７
) 

出
張
先
は
、
高
知
県
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
万
十
町
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
出
張
先
が
県
外
へ
の
出

張
に
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(７
) 

自
家
用
車
を
公
務
に
使
用
で
き
る
範
囲
は
、
高
知
県
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
県
外

の
場
合
は
、
教
育
委
員
会
と
協
議
の
う
え
で
許
可
の
決
定
を
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
 

 

(８
) 

自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
公
務
使
用
に
つ
い
て
は
、
使
用
の
必
要
性
や
職

員
の
健
康
面
、
安
全
性
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
無
理
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

（
旅
費
）
 

（
自
家
用
車
の
使
用
の
場
合
の
実
費
弁
償
）
 

第
５
条
 
登
録
車
両
を
公
務
で
使
用
し
た
場
合
は
、
高
知
県
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
29
年
高
知
県
条
例
第
36
号
）
に
定
め
る
旅
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委

員
会
の
依
頼
に
よ
り
登
録
車
両
を
使
用
し
て
出
張
し
た
場
合
は
、
四
万
十
町
一
般
職
の
職
員
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
平
成
18
年
四
万
十
町
条
例
44
号
）
に
定
め
る
車
賃
と
す
る
。
 

 

第
５
条
 
自
家
用
車
を
使
用
し
て
出
張
し
た
場
合
は
、
高
知
県
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
29
年
高
知
県
条
例
第
36
号
）
に
定
め
る
旅
費
（
車
賃
）
を
支
給
す
る
。
そ
の
他
、
借
り

上
げ
料
及
び
燃
料
費
は
支
給
し
な
い
。
但
し
、
四
万
十
町
教
育
委
員
会
の
依
頼
に
よ
り
自
家
用

車
を
使
用
し
て
出
張
し
た
場
合
は
、
四
万
十
町
一
般
職
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
平
成

18
年
四
万
十
町
条
例
44
号
）
に
定
め
る
車
賃
と
す
る
。
 

 

（
事
故
等
発
生
の
場
合
の
措
置
）
 

（
事
故
等
発
生
の
場
合
の
措
置
）
 

第
６
条
 
教
職
員
が
、
登
録
車
両
を
公
務
で
使
用
し
た
際
に
、
そ
の
経
路
上
で
発
生
し
た
事
故
に
第
６
条
 
教
職
員
が
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
て
自
家
用
車
を
公
務
で
使
用
す
る
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(
 
3
/
6
 
)
 

改
正
後
 

改
正
前
 

よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
処

置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
事
故
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
及
び
当
該
職
員
に
故

意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
経
路
上
に
お
け
る
事
故
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た

場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
処
置
す
る
。
た
だ
し
、
用
務
終
了
後
、
公
務
と

関
係
な
く
通
常
の
時
間
を
経
過
し
た
後
の
事
故
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
) 

自
賠
責
及
び
任
意
保
険
の
適
用
に
な
る
事
故
に
つ
い
て
は
、
自
賠
責
及
び
任
意
保
険
を

も
っ
て
第
三
者
に
賠
償
し
、
そ
れ
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
四
万
十
町
（
以
下
「
町
」
と
い

う
。
）
が
第
三
者
に
賠
償
す
る
。
 

(１
) 

自
賠
責
及
び
任
意
保
険
の
適
用
に
な
る
事
故
に
つ
い
て
は
、
自
賠
責
及
び
任
意
保
険
を

も
っ
て
第
三
者
に
賠
償
し
、
そ
れ
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
町
が
第
三
者
に
賠
償
す
る
。
 

(２
) 

当
該
教
職
員
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
事
故
の
場
合
、
町
が
負
担
し
た
損
害
賠

償
の
範
囲
内
に
お
い
て
教
職
員
に
求
償
す
る
。
 

(２
) 

運
転
者
た
る
教
職
員
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
事
故
の
場
合
、
町
が
負
担
し
た

損
害
賠
償
の
範
囲
内
に
お
い
て
教
職
員
に
求
償
す
る
。
 

２
 
教
職
員
が
、
登
録
車
両
を
公
務
で
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
自
己
の
故
意
又
は
過
失
な
く

し
て
、
当
該
登
録
車
両
に
関
し
て
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
四
万
十
町
職
員
の
私
有
車
の
公
務

使
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
18
年
訓
令
第
５
号
）
第
５
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

 

２
 
教
職
員
が
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
て
自
家
用
車
を
公
務
で
使
用
し
た
場
合

に
お
い
て
、
自
己
の
故
意
又
は
過
失
な
く
し
て
、
当
該
自
家
用
車
に
関
し
て
損
害
を
受
け
た
場

合
は
、
四
万
十
町
職
員
の
私
有
車
の
公
務
使
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
18
年
訓
令
第
５
号
）
第

５
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

 

（
公
務
災
害
の
認
定
）
 

（
公
務
災
害
の
認
定
）
 

第
７
条
 
教
職
員
が
、
登
録
車
両
を
公
務
で
使
用
し
た
際
に
そ
の
経
路
上
で
発
生
し
た
事
故
に
よ

っ
て
受
傷
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
職
員
の
公
務
災
害
認
定
請
求
に
基
づ
き
、
公
務
上

の
災
害
で
あ
る
旨
の
意
見
を
付
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
事
故
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
及
び

当
該
職
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 

第
７
条
 
出
張
命
令
の
日
程
に
従
っ
た
通
常
の
経
路
上
の
事
故
に
よ
る
教
職
員
の
受
傷
に
つ
い
て

は
、
用
務
終
了
後
、
公
務
に
関
係
な
く
通
常
の
時
間
を
経
過
し
た
後
の
事
故
の
場
合
を
除
き
、

当
該
教
職
員
の
公
務
災
害
認
定
請
求
に
基
づ
き
、
公
務
上
の
災
害
で
あ
る
旨
の
意
見
を
付
す

る
。
 

 

（
遵
守
事
項
）
 

（
そ
の
他
の
留
意
事
項
）
 

第
８
条
 
学
校
長
は
、
登
録
車
両
の
公
務
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
徹

底
し
、
交
通
事
故
防
止
及
び
交
通
違
反
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
８
条
 
学
校
長
は
、
常
に
教
職
員
の
健
康
状
態
等
に
留
意
し
、
酒
気
帯
び
運
転
、
過
労
運
転
の

禁
止
等
の
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

(１
) 

常
に
教
職
員
の
健
康
状
態
等
に
留
意
し
、
酒
気
帯
び
運
転
、
過
労
運
転
の
禁
止
等
の
法

令
に
遵
守
す
る
こ
と
。
 

 

(２
) 

仕
業
点
検
の
励
行
と
道
路
運
送
車
両
法
第
48
条
の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
整
備
の
実
施

状
況
を
確
認
す
る
等
、
車
両
の
整
備
状
況
に
留
意
し
安
全
運
転
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

 

(３
) 

運
転
免
許
証
の
有
効
期
限
切
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

 

 
２
 
学
校
長
は
、
仕
業
点
検
の
励
行
と
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
18
5
号
）
第
48
条

の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
整
備
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
等
、
車
両
の
整
備
状
況
に
留
意
し
安

全
運
転
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
３
 
公
務
使
用
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
転
免
許
証
の
有
効
期
限
切
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
留

意
す
る
こ
と
。
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(
 
4
/
6
 
)
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
 

様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）
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(
 
5
/
6
 
)
 

改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）
 

様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）
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(
 
6
/
6
 
)
 

【
改

正
の

理
由

】
 

今
回

の
改

正
に

つ
い

て
は

、
四

万
十

町
立

小
中

学
校

等
に

勤
務

す
る

教
職

員
が

公
務

に
自

動
車

を
使

用
し

て
い

る
実

情
に

応
じ

て
、

ま
た

事
務

の
簡

素
化

を
行

う
た

め
、

様
式

第
２

号
を

変
更

す
る

も
の

で
す

。
 

こ
の

他
、

簡
潔

で
運

用
し

や
す

い
状

況
と

な
る

よ
う

内
容

を
改

正
す

る
も

の
で

す
。

 

66



議案第１２号 
 

 

四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱の廃止について 

 

 

四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱を廃止する訓令を下記のと

おり定めることについて、委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

    

四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱を廃止する訓令 

 

四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱（平成21年四万十町教育長訓

令第１号）は、廃止する。 

附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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参 考 

 

「四万十町小中学校校内研究支援事業費補助金交付要綱」については、町内の小中

学校の学力向上を推進するため、各学校が学力向上における課題と改善方策を認識し、

課題解決等に向けて自主的・主体的に行う研究や取り組みを支援するため、平成２１

年５月に制定したものです。 

これまで、この補助金により各学校の取組等の支援を行ってきましたが、補助金の

性質上、この取扱いは適切であるとは言えないという補助金審査会での審査結果を受

け、廃止することとしました。 

なお。来年度以降の各学校の取組等に対する支援については、補助金ではなく別に

予算を確保し継続することとしています。 
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議案第１３号 
 

 

四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱の廃止について 

 

 

四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱を廃止する訓令を下記のとおり定

めることについて、委員会の意見を求める。 

 

 令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

    

四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱を廃止する訓令 

 

四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱（平成18年四万十町教育長訓令第16

号）は、廃止する。 

附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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参 考 

 

「四万十町キャリアアップ事業費補助金交付要綱」については、総合的な学習の取

り組みを推進するため、学校が地域性や特殊性を踏まえ、学校毎に児童又は生徒・保

護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援するため、

平成１８年７月に制定したものです。 

これまで、この補助金により各学校の活動の支援を行ってきましたが、補助金の性

質上、この取扱いは適切であるとは言えないという補助金審査会での審査結果を受け、

廃止することとしました。 

なお。来年度以降の各学校の活動に対する支援については、補助金ではなく別に予

算を確保し継続することとしています。 
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議案第１４号 

 

 

令和４年度四万十町立保育所及び認定こども園の嘱託医等の委嘱について 

 

 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３３

条に基づく保育所嘱託医の委嘱並びに学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第

２３条に基づく認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を下記のとおり委

嘱することについて、委員会の意見を求める。 

 

  令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

令和４年度四万十町立保育所嘱託医 

 委嘱期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日   

 
嘱託医（内科医） 嘱託医（歯科医） 

見付保育所 大西病院   小倉 英郎 矢野歯科    矢野  宗憲 

東又保育所 土居診療所 土居 秀策 長山歯科  長山  久美子 

興津保育所 土居診療所 土居 秀策 長山歯科  長山  久美子 

北ノ川保育所 澤田 由紀子 いわさき歯科  岩﨑 善仁 

小鳩保育所 澤田 由紀子 どい歯科クリニック 土居 詔人 

昭和保育所 澤田 由紀子 どい歯科クリニック 土居 詔人 

     

令和４年度四万十町立認定こども園学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

委嘱期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

 
学校医 学校歯科医 

認定こども園

たのの 

澤田 由紀子 いわさき歯科  岩﨑 善仁 

学校薬剤師 
 

たいしょう薬局 野村 泰之 
 

 

71



参 考 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号） 

【抜粋】 

 

第５章 保育所 

（職員）  

第三十三条 保育所には、保育士（特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区

域内にある保育所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区

域限定保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができ

る。 

２ 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない

幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十

人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただ

し、保育所一につき二人を下ることはできない。 

 

 

学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 【抜粋】 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師） 

第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。 

２ 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 

３ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のう

ちから、任命し、又は委嘱する。 

４ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事

項に関し、技術及び指導に従事する。 

５ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。 
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議案第１５号  

 

 

四万十町立小中学校の学校薬剤師の委嘱について 

 

 

 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条に基づく四万十町立小中学

校の学校薬剤師を下記のとおり変更し委嘱することについて、委員会の意見を求め

る。 

 

 

令和４年３月８日 提出        
                  四万十町教育長  山脇 光章 

 

 

記   
変更前 
川口小学校の学校薬剤師         渡辺

わたなべ

 明宏
あきひろ 

東又小学校、興津小学校の学校薬剤師   佐野
さ の

 友之
ともゆき  

変更後 
川口小学校、東又小学校の学校薬剤師   高橋

たかはし

 弘
ひろ

季
き  

興津小学校の学校薬剤師         池田
い け だ  豊

ゆたか  
変更日（委嘱する日）          令和４年４月１日       
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参 考 

 

学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 【抜粋】 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師） 

第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。 

２ 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 

３ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のう

ちから、任命し、又は委嘱する。 

４ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事

項に関し、技術及び指導に従事する。 

５ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。 
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校      医

内  　  科

仁 井 田 小 学 校 高橋
タ カ ハ シ

　均
ヒトシ

土居
ド イ

　詔
アキ

人
ヒト

岡島
オカジマ

　千紗
チ サ

影 野 小 学 校 高橋
タ カ ハ シ

　均
ヒトシ

石元
イシモト

　克実
カ ツ ミ

岡島
オカジマ

　千紗
チ サ

七 里 小 学 校 高橋
タ カ ハ シ

　均
ヒトシ

恒石
ツ ネ イ シ

　宣彦
ノ ブ ヒ コ

渡辺
ワタナベ

　明宏
アキヒロ

米 奥 小 学 校 高橋
タ カ ハ シ

　均
ヒトシ

恒石
ツ ネ イ シ

　宣彦
ノ ブ ヒ コ

渡辺
ワタナベ

　明宏
アキヒロ

窪 川 小 学 校 武田 　丘
  タ   ケ   ダ　　      タカシ

矢野
ヤ ノ

　宗憲
ム ネ ノ リ

矢野
ヤ ノ

　民
タミ

代
ヨ

川 口 小 学 校 石川
イシカワ

　紋
アヤ

子
コ

小畠
コ バ タ

　啓三
ケ イ ゾ ウ

高橋
タカハシ

　弘季
ヒロキ

東 又 小 学 校 土居
ド イ

　秀
シ ュ ウ サ ク

策 長山
ナ  ガ  ヤ  マ

　久美
   ク　 　ミ　  　コ

子 高橋
タカハシ

　弘季
ヒロキ

興 津 小 学 校 土居
ド イ

　秀
シ ュ ウ サ ク

策 矢野
ヤ ノ

　宗憲
ム ネ ノ リ

池田
イケダ

　豊
ユタカ

小畠
コ バ タ

　啓三
ケ イ ゾ ウ

長山
ナ  ガ  ヤ  マ

　久美
   ク　 　ミ　  　コ

子 矢野
ヤ ノ

　民
タミ

代
ヨ

矢野
ヤ ノ

　宗憲
ム ネ ノ リ

田 野 々 小 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

岩
イ ワ

﨑
サ キ

　善
ヨ シ

仁
ヒ  ト

野村
ノ ム ラ

　泰之
ヒロユキ

北 ノ 川 小 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

岩
イ ワ

﨑
サ キ

　善
ヨ シ

仁
ヒ  ト

野村
ノ ム ラ

　泰之
ヒロユキ

大 正 中 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

岩
イ ワ

﨑
サ キ

　善
ヨ シ

仁
ヒ  ト

野村
ノ ム ラ

　泰之
ヒロユキ

北 ノ 川 中 学 校

十 川 小 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

土居
ド イ

　詔
アキ

人
ヒト

松田
マ ツ ダ

　吉史
ヨシフミ

昭 和 小 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

土居
ド イ

　詔
アキ

人
ヒト

松田
マ ツ ダ

　吉史
ヨシフミ

十 川 中 学 校 澤田
サ ワ ダ

　由紀子
ユ キ コ

土居
ド イ

　詔
アキ

人
ヒト

松田
マ ツ ダ

　吉史
ヨシフミ

令和４年度　四万十町小中学校  校医・歯科医・薬剤師一覧

学  校  名 歯　科　医 薬　剤　師

窪 川 中 学 校

石川
イシカワ

　紋
アヤ

子
コ

土居　秀策
 ド   イ　    シュウサク
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議案第１６号 

 

 

令和４年４月１日付け学校校務員及び保育所等職員の人事異動について 

 

 

令和４年４月１日付け学校校務員及び保育所等職員の人事異動を別添のとおり行

うことについて、委員会の意見を求める。 

 

 

  令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 
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議案第１７号 

 

 

令和４年度教育委員会会計年度任用職員の任用について 

 

 

令和４年度教育委員会会計年度任用職員を別紙のとおり任用することについて、委

員会の意見を求める。 

 

  令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 
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別紙 

 

令和４年度教育委員会会計年度任用職員 

 

学校教育課関係 

職 種 配 属 先 任用期間 勤務形態 人数 備考 

一般事務補助 

学校教育課 必要な期間 パート １人  

教育研究所 必要な期間 パート １人  

県費事務職員の未配置

小中学校 

必要な期間 パート 必要数 

 

興津小学校 必要な期間 パート １人 防災枠 

学校給食センター 必要な期間 パート 必要数  

学校校務員 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数 

障害者雇用を含

む。 

学校図書支援員 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数  

ＩＣＴサポーター 学校教育課 必要な期間 パート ２人  

学校事務員 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数  

教育支援センター指導

員 

教育研究所 必要な期間 パート 必要数 

保育士資格、教員

資格、保健師資格 

特別支援教育支援員 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数  

教育相談員 教育研究所 必要な期間 パート 必要数  

給食配送員 学校給食センター 必要な期間 パート 必要数  

マイクロバス運転手 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数  

放課後学習支援員 配置が必要な小中学校 必要な期間 パート 必要数  

部活動指導員 配置が必要な中学校 必要な期間 パート 必要数  

教育研究所長 教育研究所 

（補導センター） 

必要な期間 パート 1 人 
 

補導センター所長 

スクールソーシャルワ

ーカー（ＳＳＷ） 

教育研究所 必要な期間 パート 必要数 

 

ＪＥＴプログラムコー

ディネーター 

学校教育課 必要な期間 パート 必要数 

 

外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ） 

学校教育課 必要な期間 パート 必要数 

 

 

78



生涯学習課関係 

職 種 配 属 先 任用期間 勤務形態 人数 備考 

清掃員 

大正地域振興局町民生

活課 

必要な期間 パート 必要数 

 

一般事務補助 

大正地域振興局町民生

活課 

必要な期間 パート 必要数 

 

図書館（美術館） 必要な期間 パート 必要数 

障害者雇用を含

む。 

保育補助 

保育所 必要な期間 パート 必要数  

認定こども園 必要な期間 パート 必要数  

調理員 

保育所 必要な期間 パート 必要数  

認定こども園 必要な期間 パート 必要数  

子育て支援センター 必要な期間 

フル １人  

パート 必要数  

子育て支援員 

保育所 必要な期間 パート 必要数  

認定こども園 必要な期間 パート 必要数  

子育て支援センター 必要な期間 パート 必要数  

図書館事務 図書館（美術館） 必要な期間 パート 必要数 事務、司書 

専任補導員 補導センター 必要な期間 パート 3 人  

保育士 

保育所 必要な期間 

フル 必要数 学級担任等 

パート 必要数  

認定こども園 必要な期間 

フル 必要数 学級担任等 

パート 必要数  

子育て支援センター 必要な期間 パート 必要数  

マイクロバス運転手 生涯学習課 必要な期間 パート 1 人  

草刈等作業員 

大正・十和地域振興局

町民生活課 

必要な期間 パート 必要数 

 

国際交流員（ＣＩＲ） 生涯学習課 必要な期間 パート ２人  

図書館長 

図書館（美術館） 必要な期間 パート 1 人 
 

美術館長 
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議案第１８号 

 

 

令和３年度教育委員会関係３月補正予算案について 

 

 

 令和３年度教育委員会関係３月補正予算案について、別添のとおり調整したので、

委員会の意見を求める。 

 

  令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 
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議案第１９号 

 

 

令和４年度教育委員会関係当初予算案について 

 

 

 令和４年度教育委員会関係当初予算案について、別添のとおり調整したので、  

委員会の意見を求める。 

 

  令和４年３月８日 提出       

 

                  四万十町教育長 山脇 光章 
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